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研究成果の概要（和文）：本研究は、日本語学・日本語教育で伝統的に「言いさし」と呼ばれてきた、従属節が
単独で主節として用いられ、特定の語用論的機能を獲得した「中断節」という構造を言語類型論、対照言語学の
観点から通言語的に分析した研究である。本研究では、特に日本語、韓国語、等のアジア言語、英語、フィンラ
ンド語等のヨーロッパ言語の中断節の機能を分析した。本研究で探求した中心的な研究課題は、「連体・準体」
と「連用」という、「名詞」的な構造対「述語（特に動詞）」的な構造の区別を援用し、「中断節」の中で「連
体・ 準体」タイプと、「連用」タイプの間でどのような語用論的な違いがあるかを明らかにすることであっ
た。

研究成果の概要（英文）：This study is a cross-linguistic study of "suspended clauses", i.e. 
subordinate clauses which have come to be used as main clauses and have acquired speciic pragmatic 
functions, which have been traditionally referred to as "iisasi" in Japanese linguistics and 
Japanese pedagogy.This study pays parcular attention to suspended clauses in Asian languages like 
Japanese and Korean and in European languages like English and Finnish. The main objective of this 
study was to explore pragmatic differences (if any) between suspended clauses derived from noun 
modification/nominalization and those derived from adverbial clauses.

研究分野： 言語類型論

キーワード： 中断節　非従属化　語用論的機能　言いさし　連体節　準体節　副詞節　文法化

  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
これまでの日本語学・日本語教育、また言語類型論分野においては、副詞節由来の「連用」タイプの中断節（例
：～ば、～から、～けど, if, because等で終結する節）に研究の焦点が置かれていたが、本課題によって、特
に日本語や韓国語において種類が多く、使用頻度も高い「連体・準体」タイプ（例：～こと、～わけ、～のとい
った形式名詞・準体助詞あるいは語彙的な名詞を主要部とする独立連体修飾節）が非常に重要な語用論的な機能
を担っていることが明らかになった。その結果、「連用」タイプと「連体・準体」タイプの中断節の語用論的な
機能の相違も明らかになり、中断節のタイポロジーの再構成に貢献することができた。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
1 研究開始当初の背景  

 
日本語において「早く行ったら。」「知らないけど。」といった従属節が主節として単独で

用いられ、独自の語用論的機能を帯びるに至った構造を、日本語学・日本語教育学におい
て「言いさし」と称し、近年は言語類型論の分野で「非従属化(insubordination)」として
知られるようになっている（Evans 2007)。 
このような構造は、日本語学や日本語教育学において記述的、教育的な観点から分析さ

れることはあったが、その関心は日本語内部にとどまり（例：白川 2009）、同種の現象が
日本語以外でどのような広がりを有しているのか、その構造と機能において言語間でどの
ような共通点と相違点が見られるか、といった問題意識をもって「言いさし」現象を考究
する研究は従来殆どなかった。近年、言語類型論、語用論、文法化研究といった複数の分
野で、「言いさし」現象の通言語的研究が少しずつ行われるようになってきているがまだ
日本語の「言いさし」研究と他言語、通言語的研究との間には十分な相互交流が行われて
いるとは言い難い状況であった。 
 

2. 研究の目的  
 
このような背景を踏まえ、本研究は、日本語の「言いさし」研究と、「言いさし」現象の

対照・通言語的研究の有意義な相互交流を目指して構想された。具体的には、本研究では、
いわゆる「従属節」が文法化のプロセスを経て、特定の語用論的機能を有するに至っ
た「主節」的な構造を「中断節(suspended clauses)」と呼ぶこととした。その上で、
言語類型論と対照言語学、語用論を複合させた観点から、特に日本語、韓国語、イン
ドネシア語等のアジア言語、英語、フランス語、フィンランド語等のヨーロッパ言語
の中断節の機能を分析することを企図した。本研究の中心的な研究課題は、日本語学
において用いられている「連体・準体」と「連用」という、「名詞」的な構造対「述
語（特に動詞）」的な構造の区別を援用し、「中断節」の中で「連体・ 準体」タイプ
と、「連用」タイプの間でどのような語用論的な違いがあるかを明らかにすることで
あった。 
これまでの日本語学、日本語教育、そして通言語的、対照言語学的研究においても 

  中心的に取り上げられるのは、いわゆる「副詞節」を起源とする「連用」タイプの 
  中断節であった。これに対して、本研究では、日本語や韓国語において顕著に発達 
  しており、東アジア言語や東南アジア言語においても頻繁に観察される、いわゆる 
  名詞化（体言化）を基盤とした「名詞補文節」を起源とする「準体」タイプの中断 
  節や、日本語において特殊な文体的効果を伴って宣伝広告などのジャンルや小説 
  などにおいて用いられる、語彙的主要部と修飾節からなる、独立「連体修飾節」 
  （関係節）タイプの中断節も対象に含めることで、従来の「中断節」（言いさし） 
   研究の対象を大きく拡張することを目指した。 
 
３．研究の方法 
 
     本研究では、言語類型論において用いられている通言語的な文法形式の分析手法を  
  対照語用論や文法化研究、歴史語用論において用いられている文脈内の語用論的機能 

の分析手法を援用した。 
具体的には、対象とする言語（例：日本語、韓国語）において、「連体」「準体」

「連用」タイプの中断節にはどのような具体的な構文があるかを列挙して いき、イン   
ベントリーを作成し、それぞれの構文の構造、語用論的機能をコーパスの実例の分析
を通じて明らかにし、言語ごとに、「連体」「準体」「連用」タイプの中断節にはど
のようなものがあるかを概観した。この方法により、従来の「言いさし」研究では取
り上げられることがなかった、特に「連体」「準体」タイプの中断節に光が当てられ
ることになった。 
また、通時的な言語資料が整備されている言語（日韓語）においては、文法化や 

  歴史語用論の観点から、「連体」「準体」「連用」タイプの中断節がどのような 
  プロセスを経て特定の語用論的機能を担う構文として確立するかも検討することが 
  できた。 
 
４．研究成果 
 
  本研究の重要な成果は、これまでの日本語学・日本語教育、また言語類型論分野において
は、専ら「連用」タイプの中断節（例：～ば、～から、～けど, if, because 等で終結する
節）に置かれていた研究の焦点を、従来あまり「中断節」研究において着目されなかった「連
体」「連用」タイプへと拡張した点にある。 

特に日本語や韓国語において種類が多く、使用頻度も高い「連体・準体」タイプ（例：～
こと、～わけ、～のといった形式名詞・準体助詞あるいは語彙的な名詞を主要部とする独立 



  
連体修飾節）が非常に重要な語用論的な機能を担っていることが明らかになり、「中断節」
のタイポロジーの再構成、再検討に大きく寄与することができた。おりしも「連体」「準体」
構造に関しては、近年柴谷方良氏によった「体言化(nominalization)」という通言語的現象
の理論的な位置づけの根源的な見直しが進行中であり、本研究で着目した「連体」「準体」
構造を起源とする「中断節」はそのような理論言語学の進展に照らしても非常に注目すべき 
現象であると言える。 
 また、本研究によって、アジア言語の中でも日本語や韓国語のように相対的に豊かな中断
節のインベントリーを有する言語がある一方で、中国語のように中断節そのものの種類が限
定されている言語があることも明らかになった。この違いは語順、特に述語の位置（SOV）
と関わっていることも示唆された。一方で、ヨーロッパ言語は英語のように中断節がかなり
限定されえている言語もある反面、スペイン語やフランス語のような言語ではより種類が多
く見られ、フィンランド語のように、ある点では日本語のように「連体」「準体」「連用」す
べてのタイプの中断節の存在することも改めて確認され、中断節の通言語的バリエーション
と日本語の位置づけも明らかになった。 
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